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区　役　所
紫野東御所田町 33-1

相　　談
■無料法律相談
日時　毎週水曜日　午後１時～３時30分
場所　北区役所３階会議室
※�正午から整理券（先着15人）を北区役所３階
区民ふれあい相談コーナーで配付します。

■無料行政相談
日時　７月18日（木）午後１時30分～３時
場所　北区役所２階�第１会議室
問　地域力推進室庶務担当� ☎432-1197

税

福　　祉
■国民健康保険からのお知らせ
　新しい高齢受給者証をお送りします。
　国民健康保険に加入している70～74歳の方

（昭和13年８月２日～昭和18年７月１日生ま

れ）がお持ちの高齢受給者証は、７月31日（水）

で有効期限が切れるため、新しい高齢受給者

証を７月中にお届けします。

　新しい高齢受給者証の記載内容を確認のう

えで、８月１日（木）からお使いください。

また、古い高齢受給者証は、保険年金課へお

返しいただくか、細かくきざんで処分してく

ださい。

問　保険年金課資格担当� ☎432-1257
　高齢受給者証の負担割合が３割の方へ
　負担割合が３割の高齢受給者証をお持ちの

方で、世帯の平成24年中の収入が次の①②の

いずれかに当てはまる場合は、申請により負

担割合が１割となります（申請の翌月から適

用）。

①�　70～74歳の国保加入者が本人のみの場合

は383万円未満、２人以上の場合は収入の

合計額が520万円未満。

②　次の両方に当てはまる場合

　・�70～74歳の国保加入者が本人のみで、か
つ国保から後期高齢者医療制度に移った

方がいる。

　・�本人の収入と国保から後期高齢者医療制
度に移った方の収入の合計が520万円未満。

問　保険年金課資格担当� ☎432-1257

お知らせお知らせ
問＝お問い合わせ先

■国民年金からのお知らせ
　障害基礎年金の所得状況届などは７月末ま
でにご提出ください。
　国民年金の障害基礎年金(年金証書の年金

コードが2650か6350)を受給されている方は、

お送りしております「所得状況届」などを７

月31日（水）までに提出してください。(本

年１月２日以降に京都市外から転入された方

は、前住所地の所得証明書が必要です)

　所得状況届などの提出がないと、年金の支

払いが差し止められる場合があります。

問　保険年金課保険給付・年金担当
� ☎432-1273
■後期高齢者医療制度からのお知らせ
　７月中旬に後期高齢者医療保険料のお知ら
せをお送りします。
○�４月から特別徴収（年金からの引落とし）
されている方

　平成25年度の保険料額と、10月、12月およ

び平成26年２月に特別徴収する保険料額をお

知らせします。

○�それ以外の方（７月以降に保険料を納付い
ただく方）

　平成25年度の保険料額と、７月以降の保険

料の納付方法についてお知らせします。

問　保険年金課資格担当� ☎432-1257
■平成25年度介護保険料通知書を送付します。
　平成25年度の介護保険料確定額の通知書

を、７月中に第１号被保険者（65歳以上）の

方にお送りします。

①�市内在住で、年額18万円以上の老齢、退職、

障害、遺族年金を受給されている方は原則、

特別徴収(年金からの引き落とし)です。

②�①以外の方は、通知書につづられた納付書

や口座振替でお納めください。

　現在納付書で納めている方は、便利な口座

振替による納付もできます。ご希望の方は、

預貯金口座をお持ちの金融機関またはゆう

ちょ銀行（郵便局）にお申し込みください。

問　福祉介護課介護保険担当� ☎432-1364
■福祉医療費受給者証（子ども医療を除く）
更新のお知らせ
　前年の所得などをもとに８月からの受給資

格を判定し、更新できる方には７月末に新し

い受給者証を、資格喪失の方については資格

喪失通知書をお送りします。

○�母子家庭等医療については現況届の提出が

必要です。また、８月からはひとり親家庭

等医療制度に変わり、所得制限額が引き下

げられます。

○�前年の所得により判定するため、前回まで

所得超過で、受給資格を得られなかった方

でも対象となることがあります。その場合

は、８月に申請をしてください。(重度障

害老人健康管理費の申請は７月中にしてく

ださい。)

申請・問　重度障害老人健康管理費については
保険年金課保険給付・年金担当� ☎432-1273
上記以外は福祉介護課福祉担当� ☎432-1297

保　　健
■胸部（結核・肺がん）検診、大腸がん検診

月日 時間 会場

₈／₆（火）
午後₂時～
　₃時30分

大宮小学校

₈／19（月） 衣笠小学校

問　健康づくり推進課成人保健・医療担当
☎432-1438

■献血にご協力ください

月日 時間 会場

₇／23
（火）

午前10時～正午 中川出張所

午後₁時30分～₃時 小野郷出張所

問　健康づくり推進課管理担当� ☎432-1423

その他のお問い合わせはこちらへ
☎432-1181（代表）　Fax432-0388

北青少年活動センター
紫野西御所田町 56  北区総合庁舎西庁舎３階
開館　平日・土：午前10時～午後９時

　　　日・祝：午前10時～午後６時

休館日　毎週水曜日

■涼しく勉強！自習室あります。
　グループ活動室など、北青少年活動セン

ター内のスペースを自習室として開放してい

ます。これからの暑い季節、テスト勉強など

にご利用ください！

　時間、利用可能スペースについては、ホー

ムページでご確認ください。

対�象　市内に在住または通勤・通学している
中学生から30歳までの方

申込み　不要
申込み・お問い合わせ先
☎451-6700　Fax451-6702
電子メール　kita@ys-kyoto.org
ホームページ　http://www.ys-kyoto.org/kita/

北 図 書 館
紫野雲林院町 44-1　市バス「大徳寺前」下車
開館　平日：午前10時～午後７時30分

　　　土･日･祝：午前10時～午後５時

休�館日　毎週火曜日、第２・４水曜日

■お楽しみ会
　７月20日（土）午前11時～

■赤ちゃん絵本読み聞かせ会
　８月５日（月）午前11時～

■�テーマ図書
ミニ展示１「旅に出よう」「平和」
ミニ展示２「乱歩賞特集」「避暑」
児童向けミニ展示
　「夏休みの宿題をお助けします」

絵本ミニ展示「五味太郎」「ディズニー特集」

お問い合わせ先
☎492-8810　Fax491-5033

移動図書館「こじか号」巡回（☎801-4196）

月日 時間 場所

₈／₁
（木）

午前10時～10時40分
岩戸落葉神社
氏子会館

午前11時～11時40分 中川小学校

₈／₈
（木）

午前10時～10時40分
雲ケ畑小・中
学校

午前11時20分～
　　　　　11時50分

大宮小学校

午後₁時～₁時30分 原谷苑東門前

固定資産税・都市計画税
第２期分の納期限は７月31日（水）
○�納期限を過ぎると、延滞金がかかります。

○�市税の納付には、便利で確実な口座振替

をご利用ください。

問　課税内容
　　�土地家屋�固定資産税課� ☎432-1236
　　�償却資産�市資産税課� ☎213-5214
　　納付相談
　　�土地家屋�納税課� ☎432-1245
　　�償却資産�市納税推進課� ☎213-5468
　　口座振替　市納税推進課� ☎213-5466


